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○堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成２４年１２月１４日 

条例第５８号 

改正 平成２６年３月２０日条例第８号 

平成２７年３月１７日条例第９号 

平成２８年３月２５日条例第１４号 

平成３０年３月３０日条例第１５号 

令和３年３月３１日条例第１７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「介護法」という。）及

び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「老福法」という。）に規定する介護保

険事業等の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。 

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第２条 介護法第４２条第１項第２号、第７２条の２第１項各号並びに第７４条第１項及び

第２項に規定する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７号。以下「居宅サービス基準」という。）（第１２４条第２

項及び第７項第１号、第１４０条の４第２項、第１７７条第２項並びに第１９２条の６第

２項を除く。）並びに次条及び第４条に定めるところによる。 

（平２６条例８・平３０条例１５・一改） 

（指定居宅サービス等の事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第３条 居宅サービス基準第３９条第２項第２号、第５３条の２第２項第１号、第７３条の

２第２項第４号、第８２条の２第２項第２号、第９０条の２第２項第１号、第１０４条の

３第２項第２号、第１１８条の２第２項第２号、第１３９条の２第２項第２号、第１５４

条の２第２項第２号、第１９１条の３第２項第２号、第１９２条の１１第２項第７号、第

２０４条の２第２項第２号及び第２１５条第２項第２号に規定する具体的なサービスの

内容等の記録については、居宅サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供し

た日から５年間保存しなければならない。 

（平２６条例８・平２７条例９・平２８条例１４・一改） 

（指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準） 

第４条 指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅は１．８メートル以上とし、中廊下の幅は

２．７メートル以上とするものとする。 
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２ 特別養護老人ホーム（老福法第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下

同じ。）であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定

短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホームに併設される指定短期入所

生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにおい

て、当該特別養護老人ホームの廊下幅が前項に規定する指定短期入所生活介護事業所の廊

下幅を満たさないものであるときは、前項の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事

業所の廊下の幅は、それぞれ当該特別養護老人ホームの廊下の幅及び中廊下の幅以上とす

るものとする。 

（介護法第７０条第２項第１号の条例で定める者） 

第５条 介護法第７０条第２項第１号の条例で定める者とは、介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号。以下「介護省令」という。）第１２６条の４の２に定めるものの

ほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当せず、かつ、その役員（同法

第９条第２１号ロに規定する役員等をいう。以下同じ。）が同法第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５

号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に

該当しない者とする。 

（平２６条例８・一改） 

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第６条 介護法第５４条第１項第２号、第１１５条の２の２第１項各号並びに第１１５条の

４第１項及び第２項に規定する基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「介護予防サービス基準」という。）（第

１３２条第２項及び第７項第１号、第１５３条第２項、第２３３条第２項並びに第２５７

条第２項を除く。）並びに次条及び第８条に定めるところによる。 

（平３０条例１５・一改） 

（指定介護予防サービス等の事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第７条 介護予防サービス基準第５４条第２項第１号、第７３条第２項第４号、第８３条第

２項第２号、第９２条第２項第１号、第１２２条第２項第２号、第１４１条第２項第２号、

第１９４条第２項第２号、第２４４条第２項第２号、第２６１条第２項第７号、第２７５
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条第２項第１号及び第２８８条第２項第１号に規定する具体的なサービスの内容等の記

録については、介護予防サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日か

ら５年間保存しなければならない。 

（平２６条例８・平２７条例９・一改） 

（指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準） 

第８条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は１．８メートル以上とし、中廊

下の幅は２．７メートル以上とするものとする。 

２ 特別養護老人ホームであって、その全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室

を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホームに

併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一

体的に運営が行われるものにおいて、当該特別養護老人ホームの廊下幅が前項に規定する

指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅を満たさないものであるときは、前項の規

定にかかわらず、指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、それぞれ当該特別

養護老人ホームの廊下の幅及び中廊下の幅以上とするものとする。 

（介護法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者） 

第９条 介護法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者とは、介護省令第１４０条の

１７の２に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団

密接関係者に該当しない者とする。 

（平２６条例８・一改） 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第１０条 介護法第７８条の２の２第１項各号並びに第７８条の４第１項及び第２項に規

定する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号。以下「地域密着型サービス基準」という。）並びに次条及

び第１１条の２に定めるところによる。 

（平３０条例１５・令３条例１７・一改） 

（指定地域密着型サービスの事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第１１条 地域密着型サービス基準第３条の４０第２項第２号、第１７条第２項第２号、第

３６条第２項第２号、第４０条の１５第２項第３号、第６０条第２項第２号、第８７条第

２項第３号、第１０７条第２項第２号、第１２８条第２項第２号、第１５６条第２項第２

号及び第１８１条第２項第６号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、

地域密着型サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から５年間保存
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しなければならない。 

（平２６条例８・平２８条例１４・一改） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員） 

第１１条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設を除く。）の一の居室の定員は、地域密着型サービス基準第１３２条第１項第１号イ

の規定にかかわらず、４人以下とする。 

（令３条例１７・追加） 

（介護法第７８条の２第１項の条例で定める数） 

第１２条 介護法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

（介護法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者） 

第１３条 介護法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者とは、介護省令第１３１条の

１０の２に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団

密接関係者に該当しない者とする。 

（平２６条例８・一改） 

（区域外の事業所に係る基準の特例） 

第１４条 第１０条から前条までの規定にかかわらず、介護法第７８条の２第１項の申請に

係る事業所が本市の区域外にある場合にあっては、当該事業所に係る同項の条例で定める

数、同条第４項第１号の条例で定める者、同法第７８条の４第１項の条例で定める基準及

び条例で定める員数並びに同条第２項の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営

に関する基準は、当該事業所の所在地の市町村の条例に定めるところによるものとする。 

（平２６条例８・追加） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第１５条 介護法第１１５条の１４第１項及び第２項に規定する基準は、指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。

以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。）及び次条に定めるところによる。 

（平２６条例８・旧第１４条繰下） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保

存年限） 

第１６条 地域密着型介護予防サービス基準第４０条第２項第２号、第６３条第２項第３号
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及び第８４条第２項第２号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、地域

密着型介護予防サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から５年間

保存しなければならない。 

（平２６条例８・旧第１５条一改・繰下） 

（介護法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者） 

第１７条 介護法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者とは、介護省令第１４０

条の２７の２に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴

力団密接関係者に該当しない者とする。 

（平２６条例８・旧第１６条一改・繰下） 

（区域外の事業所に係る基準の特例） 

第１８条 前３条の規定にかかわらず、介護法第１１５条の１２第１項の申請に係る事業所

が本市の区域の外にある場合にあっては、当該事業所に係る同条第２項第１号の条例で定

める者、同法第１１５条の１４第１項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同

条第２項の指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基

準は、当該事業所の所在地の市町村の条例に定めるところによるものとする。 

（平２６条例８・追加） 

（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

第１９条 介護法第８８条第１項及び第２項に規定する基準は、指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「老人福祉施設基準」

という。）並びに次条及び第２０条の２に定めるところによる。 

（平２６条例８・旧第１７条一改・繰下、令３条例１７・一改） 

（指定介護老人福祉施設に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第２０条 老人福祉施設基準第３７条第２項第２号に規定する具体的なサービスの内容等

の記録については、老人福祉施設基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日か

ら５年間保存しなければならない。 

（平２６条例８・追加） 

（指定介護老人福祉施設の居室の定員） 

第２０条の２ 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）の一の

居室の定員は、老人福祉施設基準第３条第１項第１号イの規定にかかわらず、４人以下と

する。 
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（令３条例１７・追加） 

（介護法第８６条第１項の条例で定める数） 

第２１条 介護法第８６条第１項の条例で定める数は、３０人以上とする。 

（平２６条例８・旧第１８条繰下） 

（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

第２２条 介護法第９７条第１項から第３項までに規定する基準は、介護老人保健施設の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「老人保

健施設基準」という。）（第４条第２項及び第４１条第５項を除く。）及び次条に定める

ところによる。 

（平２６条例８・旧第１９条一改・繰下） 

（介護老人保健施設に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第２３条 老人保健施設基準第３８条第２項第３号に規定する具体的なサービスの内容等

の記録については、老人保健施設基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日か

ら５年間保存しなければならない。 

（平２６条例８・追加） 

（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

第２４条 介護法第１１１条第１項から第３項までに規定する基準は、介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号。以下「介護医療

院基準」という。）（第６条第２項及び第４５条第５項を除く。）及び次条に定めるとこ

ろによる。 

（平３０条例１５・全改） 

（介護医療院に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限） 

第２５条 介護医療院基準第４２条第２項第３号に規定する具体的なサービスの内容等の

記録については、介護医療院基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から５

年間保存しなければならない。 

（平３０条例１５・全改） 

（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準） 

第２６条 老福法第１７条第１項に規定する基準は、特別養護老人ホームの設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第４６号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。）

（第１１条第２項、第３５条第２項、第５５条第２項及び第６１条第２項を除く。）並び

に次条及び第２７条の２に定めるところによる。 
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（平２６条例８・旧第２１条一改・繰下、令３条例１７・一改） 

（特別養護老人ホームに係る具体的な処遇の内容等の記録の保存年限） 

第２７条 特別養護老人ホーム基準第９条第２項第２号に規定する具体的な処遇の内容等

の記録については、特別養護老人ホーム基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供し

た日から５年間保存しなければならない。 

（平２６条例８・追加） 

（特別養護老人ホームの居室の定員） 

第２７条の２ 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密

着型特別養護老人ホームを除く。）の一の居室の定員は、特別養護老人ホーム基準第１１

条第４項第１号イ及び第５５条第４項第１号イの規定にかかわらず、４人以下とする。 

（令３条例１７・追加） 

（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準） 

第２８条 介護法第４７条第１項第１号並びに第８１条第１項及び第２項に規定する基準

は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８

号）に定めるところによる。 

（平２６条例８・追加、平２７条例９・一改） 

（介護法第７９条第２項第１号の条例で定める者） 

第２９条 介護法第７９条第２項第１号の条例で定める者とは、介護省令第１３２条の３の

２に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関

係者に該当しない者とする。 

（平２６条例８・追加） 

（指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第３０条 介護法第５９条第１項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項に規定

する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）

に定めるところによる。 

（平２６条例８・追加） 

（介護法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者） 

第３１条 介護法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者とは、介護省令第１４０

条の３４の２に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴

力団密接関係者に該当しない者とする。 
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（平２６条例８・追加） 

（地域包括支援センターの基準） 

第３２条 介護法第１１５条の４６第５項に規定する基準は、介護省令第１４０条の６６に

定めるところによる。 

（平２６条例８・追加、平２７条例９・一改） 

（暴力団の排除） 

第３３条 指定居宅サービス等の事業を行う事業所、指定介護予防サービス等の事業を行う

事業所、指定地域密着型サービスの事業を行う事業所、指定地域密着型介護予防サービス

等の事業を行う事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養

護老人ホーム、指定居宅介護支援等の事業を行う事業所及び指定介護予防支援等の事業を

行う事業所における堺市暴力団排除条例施行規則（平成２４年規則第１０８号）第３条第

５号イに規定する統括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を代

行し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。 

２ 前項に規定する事業所及び施設は、その運営について、暴力団員又は暴力団密接関係者

の支配を受けてはならない。 

（平２６条例８・追加、平３０条例１５・一改） 

（委任） 

第３４条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平２６条例８・旧第２２条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に居宅サービス

基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

について適用する。 

（令３条例１７・旧第４項繰上） 

３ 第７条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に介護予防サー

ビス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していない

ものについて適用する。 

（令３条例１７・旧第５項繰上） 



9/10 

４ 第１１条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に地域密着型

サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了してい

ないものについて適用する。 

（令３条例１７・旧第６項繰上） 

５ 第１６条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に地域密着型

介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満

了していないものについて適用する。 

（平２６条例８・一改、令３条例１７・旧第７項繰上） 

附 則（平成２６年３月２０日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて適用

する。 

(1) 第３条の規定 この条例の施行日以後に整備の対象となる記録（以下「整備対象記

録」という。）及びこの条例の施行の際現に居宅サービス基準により保存されている記

録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(2) 第７条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に介護予防サービス基準に

より保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(3) 第１１条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に地域密着型サービス基

準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(4) 第１６条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に地域密着型介護予防サ

ービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了してい

ないもの 

(5) 第２０条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に老人福祉施設基準によ

り保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(6) 第２３条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に老人保健施設基準によ

り保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(7) 第２５条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に介護療養型施設基準に

より保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

(8) 第２７条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に特別養護老人ホーム基
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準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの 

附 則（平成２７年３月１７日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号）による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下この項において「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又

は旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護として提供した具体的なサービス

の内容等の記録（介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令

第４号。以下「改正省令」という。）附則第２条の規定によりなお効力を有することとさ

れる旧介護予防サービス等基準（同条第３号に規定するものをいう。以下同じ。）第３７

条第２項第２号に規定するもの又は同附則第４条の規定によりなお効力を有することと

される旧介護予防サービス等基準第１０６条第２項第２号に規定するものをいう。次項に

おいて同じ。）については、改正前の第７条の規定は、なおその効力を有する。 

３ 改正省令附則第２条に規定する旧指定介護予防訪問介護又は改正省令附則第４条に規

定する旧指定介護予防通所介護として提供した具体的なサービスの内容等の記録につい

ても、改正後の第７条の規定に定めるところにより保存しなければならない。 

附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（指定介護療養型医療施設に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の第２５条の規定により保存されている記録について

は、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３１日条例第１７号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 


